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地域医療連携における双方向性のある情報技術活用（ガバメント２．０）

における課題 
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1)
 大塚健

2)
 

1)
北海道大学大学院保健科学研究院 

 
2)
元北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット  

 

 

キーワード： 地域医療連携、ガバメント 2.0、双方向性、情報リテラシー、医療的ケア必要児(者) 

 

要約：地域医療においては様々な情報共有が不可欠であるが、情報技術の進歩により専門職間のみに

留まらず、患者側も含めた新たな情報共有の枠組が必要である。先行研究において、在宅人工呼吸器

装着児(者)の保護者らはインターネットの使用に関し、顔の見える関係性、在宅サービスに関する情

報の一元化、医療サービスに関する窓口、等を期待していた。そこで本調査では、双方向性のある情

報技術活用における課題について先行文献をもとに分析を行った。その結果、一般的なマナーの遵守

に加え、利用者の特性への配慮、情報リテラシーへの配慮、参加者の資格の設定等が課題として明確

になった。またフラッシュモブは、停電時や災害時にも正常に使えるのであれば、有用な医療情報提

供ツールになる可能性があるが、新しい情報技術を社会に適用する際の役割変容に関する合意と学習

手段について検討する必要性が示唆された。 

 

 

1. はじめに 

医療技術の進展とともに、退院後の地域におい

ても人工呼吸器等の高度医療を利用しながら生

活する人々が増加している。そのため、これまで

は病院内という閉じられた空間において、医療専

門職のみによって共有されてきた情報を、非専門

職を含めた地域医療に関わる全員で共有する必

要が生じている。地域におけるシームレスなチー

ム医療体制の構築と、それを可能とする情報共有

技術の運用への関心が高まっているのである。 

しかし、非専門職を含めた情報共有体制の構築

には様々な問題があり、ことは単純ではない。ま

ず、情報共有への障壁として 2005 年より施行さ

れた個人情報保護法が挙げられる。患者個人及び

その家族等の情報を、どこが、どれくらい、どの

ようにして収集管理するか、という問題である。

近年の動きとしては、2012 年 9 月 18 日、厚生

労働省政策統括官付情報政策担当参事官室が、

「医療等分野における情報の利活用と保護のた

めの環境整備のあり方に関する報告書」に関する

意見募集を行った。それに対し、日本弁護士連合

会が 2012 年 10 月 16 日付けで、この意見募集に

対し意見書を提出する等、いまだ議論の最中にあ

る。特に地方自治体等公的機関は、法的な制約が

あることについては、住民のニーズに満足に対応

できない可能性が高い。 

個人情報保護法以外にも、情報共有のために解

決しなければならない課題は少なくないが、それ

らは情報技術の革新に伴う問題として出現した

ものが多い。特に、スマートフォン等の小型端末

からもインターネットが自由に使える状況は、情

報へのアクセシビリティを高め、インターネット

を介した双方向のコミュニケーションを容易に

した。これは、物理的・時間的距離のある者同士

のコミュニケーションを可能とする点で、地域に

おけるチーム医療の質を高める可能性から、多く

の期待が寄せられているが、いまだ、双方向的コ

ミュニケーションにおける問題点について指摘

した文献は僅少である。 

そこで本調査では、個人情報保護法による課題

よりも、情報技術の革新に伴う課題の抽出に重き

を置くこととし、双方向性のある情報技術活用に

おける課題の明確化を目的に、主に先行文献デー

タをもとに分析を行った。 

 

2. 地域医療における情報共有の現状 

2.1. 保護者側のニード 

先行研究「医療的ケア必要児(者)の保護者が利

用する主な情報源と遠隔医療への期待」において、

在宅人工呼吸器装着児(者)の保護者らは、インタ

ーネットの使用に関し、顔の見える関係性、在宅

サービスに関する情報の一元化(利用可能なサー

ビス情報の集約)、医療サービスに関する窓口を

期待していた。塩川ら(2006)も、「集約した情報

提供をする専門的な場所や人を求めていた。在宅

支援の制度や保障そして相談機関に関する情報

を集約して提供できる方法や場所の検討が必要」

と指摘しており、①在宅サービス情報の一元化の

みならず、②利用者同士がつながりをもてる場、

③医療サービスの不足を報告し、相談できる窓口
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が必要とされており、これらを満足するシステム

構築が急務と考えられる。つまり、参加者構成、

扱う情報(データ)、目的等の相違に配慮したコミ

ュニケーション体系を構築するのが重要と考え

られる。 

2.2. 専門職側のニード 

高橋(1999)は医療的ケア必要児(者)の母親に対

し、看護師が補完すべきサポートとして、情報

的・評価的サポート及び医療的ケアへのサポート

を挙げているが、丸岡ら(2011)によれば、昨今に

おいても在宅療養生活への移行支援における看

護師の、退院後の在宅療養体制構築に関する実施

率の低さが指摘されている。筆者らの経験ではあ

るが、現在は在宅移行を支援する病棟看護師にと

って、どこにサービス資源があるのかわかりづら

い状況であり、他に適当な事業者がいるのかもし

れないと思いつつ、以前に依頼したことのある事

業者には繰り返し依頼することが多い、という発

言を聞いている。このことからも、専門職側にと

っても地域の在宅サービス情報が一元化されて

いることが必要であるといえる。さらに、円滑な

退院調整の障害となり得る事柄について看護師

の認識を調査した野村ら(2010)は、サービス自体

の不足、制度上の問題に続き、約 6％の看護師が

制度やサービスに関する知識不足と理解不足を

挙げており、サービス情報の一元化は、利用者及

び専門職者双方から高いニードがあると考えら

れる。 

2.3. データベース化における困難 

 塩川ら(2006)が行政窓口の職員の知識不足、情

報不足といった行政施策上の課題を指摘してい

る。医療サービスのデータベース化には地域ごと

のニーズに対応するため、地方行政機関の協力が

不可欠と考えられる。しかし、データベース作成

における課題として、データベースを構築する行

政担当者が医療に関する知識(医療リテラシー)

を必ずしも持ち合わせているわけではないため、

利用者のニーズを満足できるデータベースの中

身になっているか、という問題がある。また利用

者が使いづらいインターフェイスではせっかく

のデータベースが無駄になる恐れがある。これら

のことはデータベース構築の最初の段階で、地域

の利用者も交えて検討しておくべき事項である

ことを指摘しておきたい。 

 

3. 情報技術の進歩と双方向性 

 Web2.0 以前の情報技術は、インターネット上

で情報を公開する側は一方的に情報を公開し、ユ

ーザーは必要とするインターネット上の情報へ

アクセスするのみという、お互いに一方向的なコ

ミュニケーションであった。2004 年にティム・

オライリーが Web2.0 を提唱して以降、コミュニ

ケーション形態は、フェイスブックやツイッター

等の Social Networking Service が隆盛し、双方

向のコミュニケーションを可能とした。このよう

な技術革新は、人々のコミュニケーションの在り

方そのものを変化させる一方で、新たな問題も発

生させている。 

例えば、個人情報の漏えいや改ざんは、インタ

ーネットを利用する際に、現在では常に考慮すべ

き課題である。また利用者の情報リテラシー（特

に、機器やシステムの操作に関すること、及び情

報の内容に対する理解度について）に上級者から

初級者までかなりの差があるであろうことも考

慮しなければならない。情報リテラシーに関して

は単に操作を簡単にし、情報量を少なくすれば良

いというものではない。操作を簡単にするという

ことは、システムの機能をある程度制限すること

になり、情報量を少なくすれば必要な情報を取得

できない利用者が発生する可能性がある。さらに、

病後児や障がいを持つ子どもの利用にも耐えう

るようアダルト広告の排除やアクセス制限も必

要になる。また、なりすましや悪意のある書き込

みへの対策は、サイト内情報の品質を確保するた

めに必要である。 

他にも文字サイズの調整機能といった参加者

の特性を踏まえた機能により、参加者が必要な情

報へのアクセシビリティを確保することが重要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 在宅医療コミュニケーションの概念図 
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これらの問題について検討する前に、現在の在

宅医療におけるコミュニケーション形態の概念

図を図１に示す。現在でも患者同士、患者の家族

同士といった地域コミュニティにおけるコミュ

ニケーションのほか、異なる施設に勤務する医療

専門職間、個々の事業所間において、コミュニケ

ーションがフォーマルあるいはインフォーマル

な形で展開されている。その中で現在の在宅医療

コミュニケーションに関して、以下のような課題

がある。  

まず、コミュニケーションの枠組が非常にロー

カルであり、広い範囲の情報が入ってこないため、

一旦得た情報によって活動が決定してしまうこ

とがある。そのような状況下では他の情報との比

較検討がしにくい。また、情報収集対象が少ない

ため、ある医療機関の破たん等により、保持して

いた情報が廃棄された場合の対処ができないこ

とも課題である。もし在宅サービス情報が一元化

されれば、中心に行政による「在宅サービス情報

の提供」を据えることによって、これらの課題を

解決した上、医療機関の破たん等による情報遺失

リスクを回避したコミュニケーション体制が確

立できると考えられる。 

現在の情報通信技術である双方向性という特

徴を利用すれば、各患者に対する個別サービス体

制を確立するようなシステム構築も可能と考え

られる。このような体制は各医療機関にとっても

自所の特徴を生かした地域での役割分担や、利用

者の要望を細かく吸い上げる等の充実したサー

ビス提供に有用である。そして医療サービスの量

や質に関するモニタリングや評価についても、多

数の利用者からの回答を可能とする体制にする

ことで、情報の信頼性や正確性がより確実となり、

在宅サービスの評価、すなわちサービス不足の程

度や対策の検討が可能になると考えられる。 

 

4. 誰と誰の双方向コミュニケーション

か？ 

コミュニケーションの主体には、①専門家間、

②専門家－利用者間、③利用者間の 3 つが考えら

れる。 

①の専門家間のコミュニケーションのみを目

的としている場合、地域連携のための情報検索を

主目的としたコミュニケーション展開が予想さ

れる。病棟看護師が地域に偏在するサービスの状

況を把握し、患者・家族、訪問看護師等を交えな

がら退院前カンファレンスを開催するというよ

うな場合や、訪問看護師サイドが連携可能な事業

所の把握を行い、患者の病態変化に合わせたサー

ビスを提案する等である。病院と診療所、病院と

訪問看護ステーションといった職業や施設とい

う枠組みを超えた連携が容易となる。2008 年に

は吉原(2008)が Dolphin Project を開始しており、

近い将来における実現が期待される。 

②のように、専門家と利用者を交えたコミュニ

ケーションを目的としている場合には、①に加え、

利用者がサービスを受動的に受けるだけではな

く、評価をフィードバックする機会が持てるとい

うメリットがある。書き込まれるサービス提供者、

書き込みをする利用者双方の匿名性の確保や誹

謗中傷等の書き込みに対する対策を講じる必要

はあるが医療がサービスであるという考え方が

浸透してきた現在において、医療の質向上に有用

なコミュニケーションであると思われる。 

③の利用者間のコミュニケーションにおいて

は、利用者の実体験に基づく情報や、利用者の立

場からのコメントを得ることが可能である。一般

利用者は非専門家であるので、コメントには、誤

りや誤解も含まれる可能性があり、情報の理解に

はある程度の知識や情報リテラシーが必要にな

る点がデメリットとして考えられる。しかし利用

者にとってただ情報を得るだけでなく、自分の状

況が決して特別のものでないことを確認するこ

とによって得られる安心感等のメリットもある

と考えられる。また利用者のコミュニケーション

が確保されていると、医療サービスを提供する側

が安易にサービスの質を高く保つ監視役ともな

るので、結果として高品質な医療サービスの維持

につながると考える。事業者側にとっても、特徴

あるサービス提供によって利用者に選択される

機会を増やすという利点がある。 

①、②、③のいずれにおいても、誰のためのコ

ミュニケーションか？という点では、利用者の

QOL 改善を目的としたコミュニケーションであ

る。双方向のコミュニケーションを可能とする技

術が使用可能な今、サービス利用者の意見を包含

したコミュニケーションシステムの構築が望ま

しいと考えられる。 

 

5. フラッシュモブの可能性 

次に、近年、認知が進みつつあるフラッシュモ

ブの可能性について検討したい。フラッシュモブ

とは、「インターネットを通じて広く呼びかけら

れた群衆が公共の場に集結し、予め申し合わせた

行動をとる即興の集会」である。カリフォルニア

州などの消防署が、新たな救急救命のネットワー

クとして、スマートフォン等のアプリを開発した。

心臓発作を起こした人がいるという情報が現場

から半径４００メートル以内にいる登録した市

民に発信され、救急隊員が来るまでの間、市民が

AED で処置をする。このアプリは全米１００の

地域で使われ、約５万人の市民が登録していると

いう。このような双方向性のある政策活動をガバ

メント 2.0 という。2004 年に Web2.0 を提唱し
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たティム・オライリーが 2009 年に提唱し、政府

のプラットフォームとしての役割を主張した。 

上記のようなフラッシュモブを利用した AED

による救命システムは、停電等の障害がなく災害

時にも使えるのであれば、効果的な医療提供体制

になりうる。が、実際の活用に際しては、フラッ

シュモブが初めて行われたアメリカにおいては、

フラッシュモブ犯罪という新しいタイプの犯罪

が発生しているという。フラッシュモブの医療分

野における応用においては、この新しい犯罪の予

防対策、そして停電対策に加えて、以下の課題に

ついて克服する必要がある。第一に、医療者以外

が医療を提供するという社会的通念の希薄さ、第

二に、不慣れな医療行為の実施に尻込みする市民

の存在、である。いずれにおいても、新しいコミ

ュニケーション様式を社会に適用する際の、社会

構成員の役割、分担の再検討と言い換えることが

できる。また、役割変容には、それに伴った専門

家、利用者の継続的な学習が必須となる。このよ

うに、情報技術の向上による社会的役割変容の合

意手段、継続的な学習を支える手段に関する議論

も必要と考えられた。 

 

6. おわりに：双方向性のある情報技術活用

における課題 

これまでの考察により、双方向性のある情報技

術活用におけるメリットには、在宅サービス情報

の一元化による情報へのアクセシビリティの向

上、利用者を包摂したコミュニケーションシステ

ムの構築の可能性、在宅サービスの評価機能の活

用による質向上、フラッシュモブ等の新しいコミ

ュニケーション様式を利用した市民による医療

提供の可能性、等が考えられた。 

しかしながら、本論文においてはいくつかの課

題も明らかになった。誹謗中傷の書き込み禁止、

匿名性といった一般的なマナーの遵守に加え、子

どもや高齢者といった年齢に配慮すること（ふり

がな、文字サイズの調整等）、情報リテラシーへ

の配慮（使いやすいインターフェイス等）、参加

者の資格の設定(なりすまし対策等)、そして新し

い情報技術の社会への適用における役割変容に

関する合意手段と学習手段について検討する必

要性が示唆された。 
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